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各 位 

会 社 名 全 研 本 社 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長  林  順之亮 

(コード番号：7371  東証グロース) 

問 合 せ 先 取締役管理本部長  鷲谷  将樹 
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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、2022年８月 19日開催の取締役会において、2022年９月 27日開催の第 46回定時株主総会に定款の

一部変更に関する議案を付議することを決議し、本日定時株主総会にて承認可決を得られたため、下記のとお

りお知らせいたします。 

なお、適時開示基準を誤認していたため、本件の開示が遅れましたことをお詫び申し上げます。今後は、適

時開示制度の重要性に鑑み、適時適切な開示に努めてまいります。 

 

記 

 

 

１．定款変更の目的 

（１）事業目的の追加 

当社が、介護事業等を事業目的とする全研ケア株式会社を完全子会社として設立したことに伴い、同社の事

業目的を、当社の事業目的に追加・変更するものであります。 

 

（２）株主総会資料の電子提供制度に係る変更 

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70号）附則第１条ただし書きに規定する株主総会資料の

電子提供制度が 2022 年９月１日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電

子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができ

る旨を設けるものであります。 

 また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除

するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。 

 

２．定款変更の内容 

 変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

  ・定款変更のための定時株主総会開催日 2022年９月 27日 

  ・定款変更の効力発生日 2022年９月 27日 

以上 



 

 

別紙 

 

 （下線部分は変更部分を示しております） 

変更前 変更案 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

1.～32.     （条文省略）  

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

33．前各号に附帯関連する一切の業務 
 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

1.～32.    （現行どおり）  

33．介護保険法に基づく居宅サービス事業 

34． 介護保険法に基づく地域密着型サービス事

業 

35． 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 

36． 介護保険法に基づく介護予防サービス事業 

37． 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サ

ービス事業 

38． 介護保険法に基づく介護予防支援事業 

39． 介護保険法に基づく施設サービス事業 

40． 介護保険法第115条の45第１項第１号の訪

問・通所・生活支援・介護予防支援事業及び

同項第２号の一般介護予防事業 

41． 有料老人ホーム運営事業 

42． 老人用住宅の賃貸及び管理運営事業 

43． 医療機器、福祉用具、介護用品及び介護機器

の販売、修理及びレンタル事業 

44． 人材の育成、職業適性、能力開発のための教

育及びカウンセリング業務 

45． 研修、セミナー、講演会、講習会等の各種催

事の企画、立案、実施、運営及びそれらに関

するコンサルティング業務 

46． 国際教育の交流及び普及並びに異文化理解

の促進のための事業 

47.  前各号に附帯関連する一切の業務 
 

（株主総会参考書類等のインターネット開示と

みなし提供） 

第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類、事業報告、計算書類および連

結計算書類に記載または表示をすべき事項

に係る情報を、法務省令に定めるところに従

い、インターネットを利用する方法で開示す

ることにより、株主に対して提供したものと

みなすことができる。 

 

（削除） 

 

（新設） 
（電子提供措置等) 

第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類等の内容である情報について、

電子提供措置をとるものとする。 

② 当会社は、電子提供措置をとる事項のう

ち法務省令で定めるものの全部または一部

について、議決権の基準日までに書面交付請

求した株主に対して交付する書面に記載し

ないことができる。 

 

 


